
目的
・原子力災害からの福島の復興及び再生の推進
・東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と
活力ある日本の再生

原子力災害からの福島復興再生協議会
・復興大臣、福島県知事その他の関係者からなる協議会を組織

福島国際研究教育機構（Ｆ－ＲＥＩ）
・新産業創出等研究開発やそれに係る人材育成等を総合的に行う

福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置
・生活の安定を図るための措置
・住民の円滑な帰還及び移住等の促進を図るための措置
・住民の健康を守るための基金に係る財政上の措置等

基本理念
・地域社会の絆の維持及び再生
・住民一人一人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ること
・地方公共団体の自主性及び自立性の尊重
・地域のコミュニティの維持への配慮
・正確な情報提供

・保健、医療及び福祉にわたる総合的な措置
・再生可能エネルギーの開発等のための財政上の措置
・東日本大震災からの復興のための財政上の措置の活用 など

福島復興再生基本方針（閣議決定）

（避難指示・解除区域
の復興及び再生）

（原子力災害からの福島
の復興及び再生）

（福島全域の復興及び再生）

福島復興再生計画（知事が作成、内閣総理大臣が認定）

避難解除等区域の
復興・再生

特定復興再生拠点
区域復興再生計画

特定帰還居住
区域復興再生計画

農用地利用
集積等促進計画

帰還・移住等環境
整備事業計画

生活拠点形成
事業計画

企業立地
促進計画

新産業創出等
推進事業促進計画

特定事業活動
振興計画

原子力災害からの
福島の復興及び再生
の基本的方針

特定復興再生拠点区域
及び特定帰還居住区域

の復興・再生

放射線による健康上の
不安の解消、

安心して暮らすことの
できる生活環境の実現

原子力災害からの産業
の復興・再生

福島イノベーション・
コースト構想の推進、
新産業の創出
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福島復興再生特別措置法概要


	スライド 1

